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屋内消火栓設備は火災初期から中期に使用する消火設備ですが，現在設置されている1号消火

栓は、2人以上でなければ操作できない事や放水時のノズルの保持の難しさなどから、実際の火

災時に使用されることが少ないのが実情です。訓練時にノズルが手から離れ、負傷する事例も報

告されています。ですがその反面、火災時に屋内消火栓設備が使用された場合、非常に効果が高

く、火災拡大防止にはその威力が発揮されます。1人で簡単に操作できる消火栓も開発されました

が、包含半径の差から既設消火栓にさらに増設が必要な場合もあるため、多額の費用がかかるこ

とや、施工が容易でないといった理由で、あまり改修が進みませんでした。

今回の改正で，新しい規格の屋内消火栓設備の基準が定められました。主な基準は次のとおりで

す。　　平成25年10月1日から施行されます。

　　　特徴（改正点）

○

・　1人で操作が可能になりました

・　25mごとに設置となりました

・　放水量は80ℓ/min以上

・　工場・倉庫等には設置できません

　　従来の1号消火栓の長所を兼ね備えながら、2人以上での操作が必要な従来の消火栓を，容易

に1人操作ができるものに、消火栓を増設する事無く、改修することができることとなりました。
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